【開発行為事前協議提出書類】
　　

令和５年度より開発行為事前協議の提出方法を変更いたします
必要な提出書類等は下記の①及び②のとおりです。なお、事前協議書、設計説明書については定められた様式があります。
設計説明書については、記載事項が多く分かりにくい場合はＡ－３版にて出力しＡ－４版に折っていただいても構いません。位置図、公図についても同様とします。
①　下記資料を都市計画課窓口まで書面で２部　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　事前協議書，設計説明書以外の必要資料は下記のとおりです。

　　　　　　　　必要資料　　　　　　・位置図（1/2500以上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・公図の写し

　　　　 設計説明書　　　　　　　　 ・造成計画平面図（1/1000以上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・土地利用計画図（1/1000以上）
事前協議書　　　　　　　　　　　　・排水計画平面図（1/500以上）
・造成計画断面図

・構造図等（1/100以上）

・その他

　②　①の資料をPDF等で電子データ化したものを下記の都市計画課メール宛てに一式送信
　　　（一回のメールデータ容量が10MBを超える場合は分割して送信してください）
　

　　　都市計画課メールアドレス　kc-170200@city.kochi.lg.jp
※開発行為事前協議書は毎月末が締め切りです。
※翌月下旬に開発行為事前協議書に関する意見書を発行します。
